
納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！ 
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の証明書や領収証書が必要となりますので、申告を行うまで大切に保管してください。 

　また、ご本人の保険料だけでなく、配偶者やご家族の保険料を納付した場合も、その納付額の

全額が納付した方の控除対象となりますので、このような場合は、確定申告の手続きの際にご自

身の保険料の額と合算して申告できます。（その際にはご家族分の証明書も一緒に添付する必要

があります） 

　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方で

す。そのためにも保険料は納め忘れのないようにキチンと納めましょう。 

 

 

 

 

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納付した

場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。 

　控除の対象となるのは、平成25年1月～12月中に納めた保険料全額です。（過去の年度分

や追納保険料なども含みます。） 

　また、ご自身の保険料だけでなく、配偶者やご家族（大学生のお子様）の負担すべき国民年金

保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。 

　なお、平成25年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには年

末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必

要となります。 

　このため、国民年金保険料を納付された方には、日本年金機構本部から『社会保険料（国民年

金保険料）控除証明書』を送付していますので、申告書の提出の際には必ず添付してください。 

　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方で

す。そのためにも保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。 

 

【お問い合せ先】　役場住民生活課　☎77－3613 

由岐支所住民室　☎78－2212
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　美波町コミュニティホールで6日、敬老
の日記念式典が開かれました。 
　影治町長が祝いの式辞を行った後、
100歳以上の長寿者をはじめ、白寿（99歳）
や米寿（88歳）、喜寿（77歳）を迎えた
246人に記念品を贈呈しました。 
　また、式典の後、八多病院の杉本順子院
長による記念講演もありました。 

敬老の日記念式典 


